
北茨城市

農用地の
利用の効
率化及び
高度化に
資するこ

と

農用地の
境界が明
確である

こと

営農上著
しい支障
がないこ

と

貸借範囲
の確認
※２

地籍調
査・畑の
基盤整備
の状況
※３

希望賃料
（円/筆）

※4

基盤整備
実施状況

賦課金の
負担者

（希望）

接続道路
幅

(ｍ)
①事情 ②効率化

1 関本町富士ケ丘 塚ノ越 326 畑 122 × 〇 × 現況田 × 732円 未済 受け手 2
地域に受け手

不在
× ×

2 関本町富士ケ丘 塚ノ越 327 田 1,480 × 〇 × 田 × 8880円 未済 受け手 2
地域に受け手

不在
× ×

※１　畑の貸借の場合は、貸借範囲の確認を行うための区分。

※２　地籍調査・畑の基盤整備の実施地区かどうか記載する。

※３　関係者（隣接農家・土地改良区など）への聞き取り結果を記載する。（①受け手が借り受けない事情、②受け手の効率化につながるか等）

※４　希望賃料(円)/筆　又は　物納重量(㎏）/筆　と記載する。

大字 字 地番
面積
(㎡）

農地の状況 聞き取り結果※３

現地調査表

№ 地目

借受基準

借受基
準適合
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